
 

 
 町会だより NO.１５５号 

 
平成１８年１１月２０日 
荒 屋町住 宅団地 町会            

 
 

「歳末たすけあい募金」にご協力ください 
今年もあなたの善意で隣人にあたたかいお正月を！ 

 
石川県共同募金会千坂地区分会、千坂地区社会福祉協議会において、今年も「歳末たすけあい運 
動」が展開されています。 
皆さんからご協力いただく拠出金は、校下の生活保護世帯や寝たきり老人、及び身障者等の人達 
に歳末見舞金として贈られるほか、同協議会の運営資金の一部にも充てられるものです。 
年末に向かい何かと出費の多くなる時期ではありますが、何卒ご理解をいただき、一人でも多く 
の皆さんのあたたかいご支援をお願い申し上げます。 
近日中に、各班長さんが「歳末たすけあい寄付金」の封筒をお配りし、12月２日（土）頃までに 
いただきに参りますので、よろしくお願いいたします。 

  
２ 千坂校下文化祭が盛大に開催され終日の賑わい 

当町会から 4名の方の功績が讃えられ、壇上で晴れやかに受賞 
 

                       第２９回千坂校下文化祭が１０月２９日(日)に「築こう 千坂 
の里に 健康社会 ～安全・安心で 地域の輪～」をテーマに、千 
坂小学校体育館・ピロティを「文化ゾーン」、公民館を「健康ゾ 
ーン＝健康フェア」を会場に盛大に開催され、校下住民やサーク 
ル愛好者で終日大勢の人たちで賑わいを見せていました。 
 式典では、文化・体育で顕著な功績のあった個人（２９名）と 
団体（３団体）、及び青少年健全育成標語の入選者（８名）がそ 
れぞれ表彰されました。 

                    当町会からは次の方々が受賞されました。おめでとうございま 
す。 

■文化功労者表彰    小出 忠男さん(４班） 

■文化奨励賞表彰    高村 俊子さん(６班) 

森多 清子さん(９班) 

                      ■体育功労者表彰   井波奈津美さん(12班)  

    

３  平成 18年度千坂校下成人式について 
金沢市に住民登録のある方には１１月中旬に往復ハガキで案内 

 
平成１８年千坂校下成人式は、平成１９年１月１７日(日)、午後１時から金沢市文化ホールで行わ 
れます。住民登録に基づく当町会の該当者は８名ですが、一時帰省されて出席をご希望の方は千坂公 
民館へお申し込み下さい。 

写真は左から森多さん、小出さん、高村さん。

なお、井波さんは都合により欠席され、代理

の方が出席されました。 



４  集集会会所所改改築築ププロロジジェェククトト立立ちち上上げげのの検検討討委委員員会会創創設設がが決決定定！！ 
新年度から早期実現に向け検討開始の方針  

 つい最近になって、「集会所改築の見通しはどうなっているのでしょうか」と云った質問を受ける 
ようになりました。ちゃりんこ・わんわんパトロール隊出発式（53名）、ネットサークル定例会 
（26名）、悠々サロン(45名)開催など、集会所を訪れる会員が急増したことで、老朽化した建物をつ 
ぶさに眺め、積み立てはどうなっているのだろうとか、改築について町会はどのような考えなんだろ 
うか、という疑問や関心を持つ意識が高まってきました。 

   こうした状況を踏まえて、去る 10月 29日（日）に開催された町会定例役員会において、集会所 
改築に係る積立金現在高、金沢市助成制度による補助金、5年後の積立金等を総合した資金調達総額 
見込みが 4,000万円程度になることから、現在の建物と同一場所・同規模で改築する前提であれば、 
5年後には十分に改築可能とする試算の資料を叩き台にして審議されました。 

    積立は平成 4年から開始され今年で 14年経過し、完成を平成 23年と見込めば実に 20年間に及ぶ 
長期的なプロジェクトであります。しかし当町会はご存じのとおり、少子高齢化社会の先進的な地域 
となっており、5年を待たずに可及的速やかに、1年でも前倒しできるような方策が強く求められて 
います。 

   このような背景を考慮し、新年度早々に「集会所改築プロジェクト検討委員会」を創設して、精力 
的にその具体化に向け検討を開始することを決定しました。 

   検討委員会の構成員は、町会役員をはじめ福寿会・青年部・子供会・悠々サロン・ネットサークル 
等の各代表者のほか、1級建築士・建築業の方にも委員を委嘱し、広く皆さんのご意見を反映した、 
新たなコミュニティ強化の機能を備え、地域文化の発信基地となる集会所を築き上げたいと考えてい 
ます。 

 
５ 情報化時代に即応した町会関係事務処理の効率化を図るため高性能パソコンを導入！ 
      ３２吋大型液晶ディスプレイ採用で視聴覚機器として兼用 

 
町会関係事務処理は今まで、私用パソコンを借用しながら対応してきましたが、データが各個人の 
パソコンに分散しているため不都合が多く発生していました。会計事務処理においても、未だ算盤や 
計算機を使用し手書きで記帳しており、情報化現代にそぐわない非効率的な作業が強いられてまいり 
ました。 
 また、最近になってネットサークルの活動が活発化したこと、悠々サロン発足で視聴覚機器の設置 
要望が出てきたことなどにより、これらを総合的に勘案して視聴覚機器としても機能性を備えた大型 
液晶ディスプレイパソコンを導入することとしました。 
 これにより、既にホームページを持つ町会が増えて来つつある現状に鑑み、当町会も近い将来、ホ 
ームページを開設して、情報化時代に即応した体制にしたいと考えています。   

 
６ 柳瀬川架橋に伴う交通安全対策に係る道路標識等の整備要望について 

 
去る１０月３０日、町会役員と金沢市土木部道路建設課担当者が、架橋予定箇所付近において橋梁 
構造や工事施工方法等について協議をしました。町会はこれに先立ち、通過交通の発生する区間の現 
場調査を実施し、道路標識類の設置希望箇所をまとめ、図面に表示して道路建設課に善処方を依頼し 
ました。 



これについて、去る１１月１０日、道路建設課担当者から金沢東警察署長あてに文書提出を求め 
られましたので、１１月１３日に金沢市経由で現場立ち会い協議の要望書を提出しました。近日中 
に、道路管理者並びに警察署と現場立ち会いを実施することとしています。 
 

７ 南小公園内の物置設置に伴う用具類の搬入格納について 
           

去る１１月５日、南小公園に設置した物置に各班長さんや青年部の皆さんのご協力を仰ぎ、盆踊 

り用櫓材や集会所裏の物置に格納されたテント類、集会所２階の諸用具類を運搬格納いたしました。 

これまで長い間、櫓用材を預かっていただきご迷惑をおかけした関係者に深く感謝を申し上げま 

す。ありがとうございました。 
 

８ 幹線道路の舗装補修工事について 
 
   南小公園から柳瀬川橋梁付近にかけて、幹線市道の舗装面凹凸が大きくなった原因により、沿線 
家屋の振動が激しくなっているため、金市団地町会が金沢市に善処方の要望をしているところです 
が、川北町会連合会長より、間もなく補修工事が着手される見込みとの連絡がありました。 
 沿線の皆さんには、もう暫くご辛抱下さい。 
 

９ 町費の集金方法の見直し（再掲）と１２月分の町費納入について 
 
毎回町会だよりでお知らせしています町費の集金方法について、新年度（１月分から）町費は６ 
ヶ月一括払い又は１年一括払いのいずれかを選択していただくこととしますので、新年度からその 
円滑な実施を図るため、今一度再掲し､皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 なお、特別の事情については申し出により役員会に諮り、やむを得ないと認められる場合は、別 
途協議して定めることとします。 
 また、１２月は町会の決算月にあたりますので、町会費等は２０日までに納入されますようご協 
力をお願いいたします。 
  

10 平成 19年度新役員（班長及び副会長）の選考について 
町会のさらなる活性化のため責任感と行動力のある方を選出してください 

 
  今年も余すところわずかとなりました。そろそろ平成 19年度の新役員（班長及び副会長）選考 
を進めていただき、12月 23日（祝）頃までにブロック担当副会長へご連絡ください。 
 なお、選考にあたっては町会業務の円滑な執行を期するため、次のとおりそれぞれ特段のご配慮 
をお願いいたします。 

(1) 班長 
    班長は班内会員の互選により選出することになっていますが、ただ単に順番だからと決める 
のではなく、家族状況等にも十分配慮のうえ、現班長がそれぞれ責任を持って選出してくださ 
い。 

(2) 副会長（候補） 
副会長は各ブロックから選出することになっていますので、現在の副会長とブロック内の各 

班長の皆さんで協議のうえ、町会業務に積極的に取り組んでいただける方を選んでください。 
（男性女性は問いません。） 



なお、現役員（班長を含む）の任期は 1月の総会までとなっていますので、12月末で次の方 
に引き継ぎ等をしないようお願いいたします。 
 

11 家族に異動のあった世帯はご連絡ください 
 

この 1年間に家族の異動（出生・転入・転出等）があった世帯は、異動のあった方の氏名（ふりが 
な）続柄・性別及び生年月日をメモして、ブロック担当の副会長までお知らせ下さい。 
なお、連絡のない場合（数年来連絡漏れの方があります）については、町会会員として対応できま 
せんのでご承知ください。 
 

12 消火器の薬剤詰め替えを 3カ年計画で実施 
        今年度は平成 13年度配備のものが対象 

 
   現在、自主防災用の消火器 25本を各班長宅、各役員宅及び集会所入り口にそれぞれ配備してあり 
ますが、そのうち平成 13年 4月に配備した 8本（偶数班のもの）について 5年を経過したため、消 
火剤の詰め替えを行いました。（10月 10日実施済みです。） 
 なお、集会所前と副会長宅に配備してあるものについては、来年度実施する予定です。 
 

13 第 2回目の悠々サロンが開催されます 
 
 9月に発足した荒屋悠々サロンは、大勢の参加者で交流が行われ、お陰様で参加者の方から好評を 
いただいています。先に主催者からご案内のとおり、その 2回目が 25日（土）午後 1時 30分から 
集会所において開催されますので、是非とも多くの方が参加され楽しいひとときをお過ごしください。 
 高齢者のみならず、ボランティアスタッフの皆さん方を含め、大勢の方が一同に会して楽しい時間 
を共有できる機会は、町会の活動目的の重要課題としているコミュニティ強化に最も大切なことです。

こうしたことから、町会としてさらに発展していくことを期待し、今後とも全面的にバックアップ 
していきたいと考えています。 
 

14 荒屋団地ネットサークルへの誘いについて 
 
先月開催のネットサークル定例会では、かねてより準備を進めていた高齢者世帯支援のアプローチ 

として、高齢世帯（70歳以上の二人暮らし、または一人暮らしの方）とネットサークル会員宅を色 

分け図示した「荒屋団地安心ねット・住宅配置図」と会員名簿を配布することについて協議し、担当 

区域を分担して翌日に該当世帯の方に配布しました。 

「年いくとこれからなにが起きるかわからないので、そんな時に助かるね。」という声が多かったのと、

「雪降ったら除雪をして！」と真剣な表情で頼まれた人もありました。 

色分けした図面を改めて眺めてみると、当町会の高齢化が如何に進んでいるか一目瞭然です。高齢化 

対策が今後ますます重要になってきます。 

ネットサークルでは、高齢者に緊急事態が発生した場合、情報伝達網のメリットを最大限に発揮で 

きる機能を生かして、少しでもお役にたっていきたいと願っています。 

   インターネットが入っている皆さん、メールアドレスがある皆さん、ネット網を拡充するためと、 

会員となって社会交流しませんか。年齢制限は全くありませんし、加入は随時ＯＫです。また、パソ 

コンを習いたい人がありましたら、高性能パソコン大画面で講習ができるようになりましたので、毎 

月開催している定例会に来ていただいてもＯＫです。以上、ネットサークルからのお知らせと誘いです。 

 

おくやみ  

     ２班の石浦 弘さん(82才)が 10月 18日に死去されました。 
     謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 


